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令和５年度 第１回 島本町農業委員会議事録 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 皆様、大変お待たせいたしました。ただいまから、第１回島本町農業委

員会を開催させていただきます。 

 本日はお忙しい中、またお暑い中、ご出席いただき誠にありがとうござ

います。 

 本日の司会を担当させていただきます事務局の大森でございます。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 恐れ入りますが、座って進行させていただきます。 

 本日委員の皆様の招集につきましては、農業委員会などに関する法律第

２７条第１項、島本町農業委員会会議規則第３条第１項の規定により、農

業委員会委員の任期満了の後最初に行われる会議は町長が招集することと

なっております。そのため、今回は町長名により開催通知をさせていただ

きました。 

 それでは、開会に当たりまして、山田町長よりごあいさつをいただきま

す。山田町長よろしくお願いいたします。 

 

 皆さん、こんにちは。町長の山田でございます。 

 第１回島本町農業委員会の開催に当たりまして一言ごあいさつを申し上

げます。 

 本日はお忙しい中、またお暑い中お集りいただきまして誠にありがとう

ございます。日頃皆様方には農業行政をはじめ町行政各般にわたりまして

ご尽力・ご協力をいただいておりますことをこの場をお借りしまして厚く

御礼を申し上げます。 

 さて、ご参会の皆様方におかれましては、本日より農業委員として新た

な任期が始まり、今後３年間農業委員としてご尽力をいただくこととなっ

ております。農業委員会は、これまでも農業や農業者を代表する行政委員

として、農地の利用集積に伴う権利調整や、地域の農政活動など継続的に

行っていただいておりますが、町内の農業を取り巻く環境は大きく変化し

つつあります。農地の転用などにより農業従事者及び農地面積の減少があ

るなど、変化に対応した農業委員会の取組が行われていると認識をしてい

ます。国を見ても農地保全への取組として、農業経営基盤強化促進法など

の農地関連法が改正され、農地の集約化等を進めるとともに、担い手の確

保・育成を図る取組が進められています。この取組を踏まえまして、本町

においても市街化調整区域であり、一定の農地集約化を検討できる地域と

して高浜地区及び東大寺地区における農業の在り方や農地の統一化、かつ

総合的な利用に関する目標等を定めた地域計画の策定を行う予定でござい

ます。地域計画の策定には日々農地パトロール等を推進され、地域の実情
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事務局 

 

 

 

 

 

 

委 員 

 

事務局 

 

委 員 

 

事務局 

 

委 員 

 

事務局 

 

委 員 

 

事務局 

 

委 員 

 

事務局 

 

を把握されております農業委員会の役割が今まで以上に重要になってくる

ものと考えております。農業委員会の皆様におかれましては、今後も本町

の農業振興に向けたさらなる支援・ご指導を賜るとともに、本町における

農業のより一層の発展のため、農業委員としてご尽力を賜りますようお願

い申し上げます。 

 結びに、本日ご参会の皆様方のご健勝、立ち上げる方のご多幸をお祈り

申し上げますとともに、町といたしまして今後ともより一層のご尽力を賜

りますようによろしくお願い申し上げまして、私のごあいさつとさせてい

ただきます。 

 本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

 

 山田町長、ありがとうございました。 

 なお、本日委員の皆様方の配席につきましては、名前の５０音順とさせ

ていただいております。 

 それでは、第１回目の農業委員会でございますので、改めて農業委員の

皆様の紹介をさせていただきます。 

 井上 謙一様。 

 

 井上です。よろしくお願いします。 

 

 小西 一成様。 

 

 小西です。よろしくお願いいたします。 

 

 下村 清次様。 

 

 誠和実行組合の下村です。よろしくお願いします。 

 

 髙山 一郎様。 

 

 桜井西側実行組合の髙山です。よろしくお願いします。 

 

 田中 幸造様。 

 

 第一実行組合の田中 幸造です。よろしくお願いいたします。 

 

 中村 清司様。 
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委 員 
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 広瀬実行組合の中村 清司です。どうぞよろしくお願いします。 

 

 馬場 治人様。 

 

 桜井実行組合及び桜井水利組合の馬場治人です。よろしくお願いしま

す。 

 藤澤 すなほ様。 

 

 食事療法で無農薬の野菜を作るために研修医の息子と一緒に４年前から

引っ越しをしてきました。公募で選ばれた藤澤です。島本に少しでも貢献

できたらと思って、農業はまだ何もできていないのですけども、竹林のほ

うで今日青陵高校と竹の整備に月に１回お手伝いさせてもらっています。

私の夢はいつか農業と医療が融合するような形でやっていければいいなと

思います。何も分からないことがいっぱいあると思うのですけども、皆様

に教えていただきながら頑張りたいと思います。よろしくお願いします。 

 

 向谷 悟 様。 

 

 大沢から来ました向谷悟です。まだ初めてなので分かりませんが、よろ

しくお願いします。 

 

 森村 実 様。 

 

 誠和実行組合、広瀬水利組合の森村です。よろしくお願いします。 

 

 横山 豊様。 

 

 山崎実行組合の横山です。まだ何も分かりませんが、よろしくお願いし

ます。 

 

 好本 勲様。 

 

 高浜実行水利組合の好本です。よろしくお願いします。 

 

 あと、白藤美穂子様、中桐文余様も任命されておりますが、本日は都合

が悪く欠席となっております。 

 引き続きまして、事務局職員を紹介させていただきます。 

 農業委員会事務局長で、都市創造部長の名越でございます。 
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部 長 

 

事務局 

 

次 長 

 

事務局 

 

 

 

 

町 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 名越でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 都市創造部次長兼にぎわい創造課長の佐藤でございます。 

 

 佐藤でございます。よろしくお願いします。 

 

 にぎわい創造課の大森と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それではただいまより、島本町農業委員会会議規則第７条に基づき山田

町長より開会の宣言をお願いいたします。 

 山田町長、よろしくお願いいたします。 

 

 ただいまから第１回島本町農業委員会を開催いたします。 

 農業委員の任期は「農業委員会等に関する法律」第１０条第１項の規定

により３年となっており、令和８年７月１９日までですのでよろしくお願

いいたします。 

 本日は任期開始後、第１回目の農業委員会でございます。先ほど事務局

から説明がありましたように、法令等の定めるところによりまして、町長

名で農業委員会を招集させていただきました。今後とも、農政をはじめ町

行政各般にわたり、ご尽力・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

 ありがとうございます。 

 それでは、議案に入ります前に２点ほど事務局から連絡がございます。 

 まずは、以前お配りしておりました皆様の名簿なのですけれども、今回

につきましては会長代表を選任の上皆様に改めて名簿は配付させていただ

きますのでよろしくお願いいたします。 

 あともう一点、マイクの使い方でございます。このマイクなのですけ

ど、銀色のボタンがお手元にございます。そのスイッチを押すと赤色に変

わります。ご自身が発言をしたいときには赤色の状態で発言していただ

き、発言が終わりましたら銀色のボタンをもう一回クリックしていただき

たいです。そうしたら赤色のスイッチが消灯いたしますので、それで一旦

議案は終わりという形になりますので、よろしくお願いいたします。もし

使い方が分からないということがありましたら、また事務局までお申しつ

けいただきましたら御説明いたしますので、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、まず議案に入ります前に、臨時議長の選出についてでござ

いますが、島本町農業委員会会議規則第６条「会長は、会議の議長とな

り、議事を整理する。」と規定されていますが、会長がまだ決まっていな

い場合は臨時議長を決める必要があります。地方自治法第１０７条に地方
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臨時議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

臨時議長 

 

 

 

 

臨時議長 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

議会においては「議長の職務を行う者がないときは、年長の議員が臨時の

職務を行う」と規定されているものを本委員会でも準用し、委員の最高年

齢者である髙山委員に臨時議長をお願いしたいのですが、いかがでしょう

か。 

 

（「異議なし」という声あり） 

 

 ありがとうございます。 

 それでは、髙山委員に臨時議長をお願いしたいと存じます。 

 髙山委員、よろしくお願いいたします。髙山委員、議長席によろしくお

願いいたします。 

 

 それでは、ご指名により臨時議長を務めさせていただきます髙山でござ

います。よろしくお願いいたします。また、議事進行にご協力いただきま

すようよろしくお願いします。 

 それでは、議案に入ります前に、委員の出席状況について報告いたしま

す。委員１４名中２名欠席でございます。島本町農業委員会会則第７条の

規定により、本日の農業委員会は成立していることをご報告申し上げま

す。 

 次に、本日の傍聴者はおられますか。 

 

 傍聴者が３名おられます。 

 

 議案に入らせていただく前に、委員会の傍聴の申出がございますが、傍

聴を認めてよろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

 異議がないようですので、傍聴を認め、入室を許可いたします。 

 それでは、議案に入ります。審議案件は２件ございます。 

 まず議案第１号「島本町農業委員会会長選出」の件でございます。農業

委員会等に関する法律第５条第２項の規定により、会長は委員が互選した

ものをもって充てるとなっております。 

 いかがいたしましょうか、事務局は何か案がありますか。 

 

 例年指名推薦による方法で決定されておりますので、今回も指名推薦に

させていただければと存じております。 
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 事務局案をいただきましたが、事務局案のとおり指名推薦とさせていた

だきたいと思いますが、ご異議ございますか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

 異議がないようですので、ご審議ないものと認め決定いたします。島本

町農業委員会会長の選出の方法ですが、指名推薦による方法に賛成の方は

挙手をお願いしたい。 

 

（賛成者 挙手） 

 

 ありがとうございます。挙手多数により、島本町農業委員会会長の選出

については、指名推薦による方法と決定いたします。 

 それでは、どなたか推薦していただけませんでしょうか。 

 中村委員。 

 

 それでは、農業委員会の円滑な世代交代を実現するため、会長には農業

委員会の経験のある方の中で若い世代である好本委員にやってもらうのが

いいと思います。 

 以上。 

 

 ただいま中村委員から好本委員を会長にとの推薦がありました。ご意見

はございませんでしょうか。 

 どうぞ。 

 

 私も先ほど中村委員さんから好本委員の推薦がありましたけども、農業

委員の経験がある方の中で今回大幅に委員さんが交代されていますので、

若い世代の委員が適正だと考えております。ご承知のように高浜地区につ

きましては、都市化と農業、調整区域等があるのですけども、高浜が水田

地区として集積されている部分があると思います。その中でも水田の耕

作、特にいろいろな水利の権限を持っておられまして、末永く続くだろう

ということもある中で、畑も活発に行われております。昨年度ちょうど農

業委員会で許可がありまして、初めて島本町で法人が参画する農業法人、

そういう許可がございまして、農地集積が進む、今後も期待されておりま

すので、本町の農業振興に極めて重要な地域として、今後も続いていくと

思いますし、その中で好本委員は今、農業委員でおられるので、会長とし

て適任であるというふうに私も考えて推薦したいと思います。 
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臨時議長 

 

 

 

 

臨時議長 

 

 

 

 

臨時議長 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 特に推薦がないようですので、推薦については締め切らせていただきま

す。よろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

 異議がないものと認め、採決いたします。島本町農業委員会会長を好本

委員とすることに賛成の方は挙手をお願いいたします。 

 

（賛成者 挙手） 

 

 ありがとうございます。 

 それでは挙手多数により、議案第１号島本町農業委員会会長選出につき

ましては、好本委員を会長とすることに決定いたします。 

 それでは、会長が就任されましたので、会則第６条、会長は会議の議長

となり、議事を整理するとありますので、議長を交代させていただきま

す。 

 ご協力をどうもありがとうございました。 

 

 ありがとうございます。 

 それでは好本会長、議長席にお願いいたします。髙山委員は元の委員席

にお戻りください。髙山委員、ありがとうございました。 

 

 ただいま島本町農業委員会会長に就任いたしましたというか、決めてい

ただきました好本でございます。よろしくお願いします。 

 皆様がご存知のとおり、長く務めていただきました前大西会長が退任さ

れまして、委員の方もほぼ半数が入れ替わっている状態でございます。こ

れから先何かと意見の交換を活発に行っていただいて、委員会の運営が円

滑に進みますようにご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 着座にて進めさせていただきます。 

 続きまして、議案第２号の案件に入りたいと思います。「島本町農業委

員会会長代理選出」についてでございます。選出の方法についてでござい

ますが、先ほどと同様の指名推薦の方法を採らせていただくということで

進めたいと思います。 

 賛成の方は挙手をお願いできますか。 

 

（賛成者 挙手） 

 

 挙手多数と認めます。 
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議 長 

 

 

会長代理 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 では、指名推薦ということになりましたので、どなたかご指名いただけ

る方。 

 中村委員。 

 

 先ほどと同様に、同じく若い世代に農業知識が豊富な馬場委員がいいと

思います。よろしくお願いします。 

 

 ありがとうございます。ただいま中村委員から馬場委員を本町の農業委

員会会長代理に推薦がございました。他の委員で農業委員会代理の推薦が

ございましたらご発言をお願いします。ございませんか。 

 特に発言がないようですので、採決に入りたいと思います。 

 馬場委員を会長代理に指名することに際して賛成の方は挙手をお願いし

ます。 

 

（全員挙手） 

 

 ありがとうございます。全員賛成ということで、馬場委員に農業委員会

会長代理に推薦したいと思います。馬場委員、よろしいでしょうか。 

 

 僭越ではございますが、ご指名をいただきましたので、農業委員会会長

代理としてこの３年間頑張らせていただきます。私はまた実行組合をやっ

ていますけども、島本町農業振興団体協議会というのも島本町からお預か

りをしておりますので、それも踏まえて島本町の農業振興のために頑張っ

ていきたいというふうに思います。ご協力のほどよろしくお願いいたしま

す。 

 

 ありがとうございました。 

 これをもちまして、本日の審議案件は全て終了いたしました。 

 何かそれ以外の案件で発言がある方はおられますでしょうか。おられま

せんか。 

 事務局から何か連絡等はございますでしょうか。 

 

 事務局から数点連絡事項がございます。 

 まず配付物の確認でございます。農業委員会研修テキストシリーズを３

種類皆様のところに置いております。また新任の方に関しましては、バッ

ジ、帽子、手帳とそれぞれ３種類を置かせていただいております。また、

新任研修をこの後行うのですけれども、それで行うように大きな封筒に資

料一式をまとめて入れておりますので、後ほどご確認のほどよろしくお願
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いいたします。 

 なお、この後大阪府農業会議の藤岡様より地域計画及び農業委員会に係

る全体研修会がございます。新任・再任の方もこのままおかけになってお

待ちください。 

 なお、新任の方は全体研修会の後、本町農業委員会に係る新任研修会、

農業委員手帳用の写真撮影、振込口座の確認、全国農業新聞のご案内など

がございますので、ご参加をよろしくお願いいたします。 

 なお、再任の方は全体研修会後はご退席をしていただいても構いません

が、改めて新任研修会にご参加いただいても結構でございます。 

 事務局からは以上でございます。 

 

 ありがとうございます。ただいま事務局から説明がありました点につい

て、ご意見・質問等はございませんか。 

 特にないようでして、これで議長を解任させていただきます。 

 つたない議長でしたがありがとうございました。今後ご協力よろしくお

願いいたします。 

 

 好本会長、ありがとうございました。 

 それでは、以上をもちまして第１回島本町農業委員会を閉会いたしま

す。 

 ありがとうございました。 

 

 

 


